
     

 

主な改正内容 

 

 

１．大型自動車の定期点検整備について 

自動車点検基準の改正により、車両総重量８トン以上又は乗車定員 30人以上の

自動車に係る定期点検整備の３ヶ月毎の点検項目に以下の項目が追加されまし

た。 

・スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷 

・スペアタイヤの取付状態 

・ツールボックスの取付部の緩み及び損傷 

スペアタイヤ取付装置に係る点検については、スペアタイヤを取り外して行い

ます。なお、トランクルームに搭載されているスペアタイヤについては、取付装

置がないため、点検の対象外となります。 

 

２．整備主任者の研修について 

道路運送車両法施行規則の改正により、自動車分解整備事業者が、自らが選任

した整備主任者に対して受講させなければならない研修について、従前、運輸監

理部長又は運輸支局長から研修を行う旨の通知を受けたときに受講することとさ

れていたところ、当該通知を廃止し、各運輸支局等が定めるところにより、１年

に１度受講させることとなりましたので、管轄の運輸支局等からの案内（ＨＰに

おける案内等）をご確認下さい。 

 

３．自動車検査員の研修について 

指定自動車整備事業規則の改正により、指定自動車整備事業者が、自らが選任

した自動車検査員に対して受講させなければならない研修について、従前、地方

運輸局長から研修を行う旨の通知を受けたときに受講させることとされていたと

ころ、当該通知を廃止し、各運輸支局等が定めるところにより、１年に１度受講

させることとなりましたので、管轄の運輸支局等からの案内（ＨＰにおける案内

等）をご確認下さい。 

 

４．自動車分解整備事業者における依頼者への料金の概算見積の提供について 

道路運送車両法施行規則の改正により、自動車分解整備事業者に対して義務づ

けられている、点検整備作業の依頼者に対する料金の概算見積の提供について、

PDFファイル等の電磁的記録による提供が可能となりました。 

 

５．整備管理者の研修について 

旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正によ

り、自動車運送事業者が、自らが選任した整備管理者に対して受講させなければ
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ならない研修について、従前、地方運輸局長から研修を行う旨の通知を受けたと

きに受講させることとされていたところ、当該通知を廃止し、各運輸支局等が定

めるところにより、２年に１度受講させることとなりましたので、管轄の運輸支

局等からの案内（ＨＰにおける案内等）をご確認下さい。 

 


